
行田商工会議所

南河原商工会

　商工会議所は、地区内における商工業の振興発展に努めるとともに、地域の商工業者の世論を代表する公的な性格を持つ地
域総合経済団体です。「商工会議所法」という法律によって組織し運営されています。

　行田商工会議所の生い立ちは、任意団体としての忍町商工会（明治29年12月設立）を

はじめ、繊維産業関連の団体がありましたが終戦により自然解消となり、戦後の混乱する

社会情勢にあって、商工業の世論を代表する総合的な経済団体となるべき母体の必要性

が台頭し、昭和22年3月8日忍商業学校（現進修館高等学校の前身）講堂において設立総

会が開催され、忍商工会議所が設立し、初代会頭には荒井八郎氏が選任されました。

　その後、昭和24年5月には市政施行に伴い行田商工会議所となりました。

商工会議所の
業務

　商工会は「商工会法」により県知事の認可を得て設立されている特別認可法人で、商工会の地区内において営業する商工業
者の自主的な組織です。商工会では、地域社会と商工業者の振興と発展を図るため、さまざまな事業を実施しています。

企業の繁栄と地域の発展

〒361-0077 行田市忍2-1-8　TEL 048-556-4111　FAX 048-556-0059
HP https://www.gyoda-cci.or.jp　mail info@gyoda-cci.or.jp

ご相談はお気軽に  行田商工会議所

行田足袋会館（昭和22年当時）

商工会議所の
4つの特色

　経営相談
　人材育成、能力開発
　交流
　福利厚生、各種共済
　情報発信

　地域制　地域を基盤としている
　総合性　会員はあらゆる業種・業態の商工業者から構成される
　公共性　商工会議所法に基づき設立される民間団体で公共性を持っている
　国際性　世界各国に商工会議所が組織されている

〒361-0084 行田市南河原921-6　TEL 048-557-0742　FAX 048-557-0412
HP http://www.minami-syokoukai.jp　mail minami@syokoukai.jp

南河原商工会

南河原スリッパ
Instagram

Facebookホームページ

青色申告の手続き、消費税をはじめとする税制につ
いての相談 定期的に税務相談会を開催しています!
● 各種控除のほか法人税の軽減税率適用などが
あります。

税務

店舗の新築、機械の購入、商品仕入等、事業に必
要な資金の相談 経営をより安定向上させることが
できるよう、金融に関する相談を行っています!

● 埼玉県中小企業制度融資、日本政策金融公庫、
金融機関との連携融資のご紹介・斡旋を丁寧に
ご案内します。

金融

補助金・助成金・経営革新・創業等のさまざまな経
営の相談 経営革新計画を策定してみませんか?
● 経営の向上を目指して、目標達成に向けて「何を
すべきか」を明確にする事業計画です。

経営

南河原商工会（外観）

各種充実した共済制度の取り扱い
万全な経営の備えを図るために… 詳しくは商
工会までご相談下さい!

● 商工貯蓄共済・商工医療共済・商工ガン
共済・業務災害保険

● 小規模企業共済・中小企業倒産防止共
済・中小企業退職金共済など

共済

住みよい街づくりの推進
地域の皆さんとのコミュニケーションの場!!

● 地域の活性化を図りながら、行政と連携
し、楽しく住みよいまちづくりを進めてい
ます。

まちづくり

労働保険・健康保険・厚生年金など、福利厚
生についての相談 労働保険事務組合として
あなたに代わって責任を持って事務処理を行
います!

● 従業員を1人でも雇用する事業者は、労
働保険に加入しなければなりません。

労務

帳簿のつけ方、日々の取引処理、決算などの
相談 健全経営には、経理内容の把握が必須です!
● 記帳相談会や決算指導会、記帳処理の代
行も行っています。

経理

がんばる経営 応援します！

地域から元気を！
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「行田市民便利帳」に掲載の行政情報は、令和7年11月1日現在の情報を掲載しています。
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